
第２回吹田市生活困窮世帯の子どもの学習支援教室運営業務委託事業者選定審査会 

（議事要旨） 

日 時 令和６年１月９日（火）午後１時３０分から午後４時まで 

場 所 吹田市文化会館 集会室                             

出席委員 福祉部長（委員長） 児童部長 教育監 地域教育部長 福祉事務所長 

事務局 福祉部生活福祉室              
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１ 第２回吹田市生活困窮世帯の子どもの学習支援教室運営業務委託事業者選定審査

会におけるプレゼンテーションとヒアリングの進め方について事務局から説明。 

 

  提案事業者は２者でA者は東・西および南・北の２事業に応募、B者は南・北のみ

の応募となっている。 

 

２ プレゼンテーションとヒアリングの実施 

   ２事業応募のA者から実施、時間配分は２者とも同じ、５名の委員が順に質問

し評価基準に基づき採点を行った。両者への質問は基本として同じ内容で行い、

詳細確認が必要な場合は、追加質問を行った。 

〈主な質問〉 

 ・課題のある生徒への対応と自治体との連携について 

 ・気楽に通えるための教室の雰囲気づくりについて 

 ・保護者との連絡方法や、学習意欲の低い生徒への支援について 

 ・高校生への支援内容について（中退防止など） 

 

３ 最優秀提案者の決定 

   委員の評価に係る採点表を事務局が集計。結果、欠格事項となる１００点満点

中６０点未満、「劣る」との評価をした委員はなかった。 

 （１）東・西ブロックについて 

    A者のみの応募で、欠格事項がないことから同者を最優秀提案者と決定。 

（２）南・北ブロックについて 

    委員全てがA者を１位と評価したことから同者を最優秀提案者と決定。 

 

４ その他 

  結果通知は、令和６年１月１５日以降に行い、その後、契約手続きを進める。 


